
JP 6023704 B2 2016.11.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐衝撃構造であって：
　ａ．支持トラスであって：
　　ｉ．上端において水平部材と接続された少なくとも２つの垂直部材を各々備える少な
くとも２つの側部フレームと；
　　ｉｉ．前記少なくとも２つの垂直部材の全長に実質的に沿って、前記垂直部材の高さ
の上方に延在する少なくとも１つの後部支持ポストを備える後部フレームと；を備える支
持トラスと；
　ｂ．荷重荷担アセンブリであって：
　　－前記後部支持ポストから離間され、前記少なくとも１つの後部支持ポストの高さに
実質的に相当する高さを有する少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストと；
　　－前記少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストと前記後部支持ポストとの間に少なくと
も延在する少なくとも１つの水平荷重荷担バーと；
　　－前記少なくとも１つの水平荷重荷担バーから前記少なくとも２つの側部フレームに
実質的に延在する少なくとも２つの傾斜荷重荷担ビームと；を備える荷重荷担アセンブリ
と；を備え、
　前記耐衝撃構造がさらに枠体部を有する支持フレームを備え、前記支持フレームは、前
記少なくとも１つの水平荷重荷担バー上に前記枠体部が水平に支持されることによって当
該構造上に装着されることを特徴とする構造。
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【請求項２】
　請求項１に記載の構造において、前記少なくとも２つの側部フレームは、さらに、前記
後部支持ポストを通じて前記少なくとも２つの側部フレームの各々の前記垂直部材のうち
の２つを接続する後部クロスバーにより相互接続されていることを特徴とする構造。
【請求項３】
　請求項１に記載の構造において、前記少なくとも１つの水平荷重荷担バーは、前記少な
くとも２つの側部フレームの間の中央に延在することを特徴とする構造。
【請求項４】
　請求項３に記載の構造において、少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストは、前記少なく
とも１つの水平荷重荷担バーの長さに対して中央に配置されていることを特徴とする構造
。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一項に記載の構造において、少なくとも１つの垂直荷重荷担ポ
ストは、前記少なくとも１つの水平荷重荷担バーの長さの概ね４分の３に位置決めされて
いることを特徴とする構造。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一項に記載の構造において、前記支持フレームは、当該支持フ
レームの枠体部上に水平に配置されたトップの板状部材を支持するように構成されている
ことを特徴とする構造。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか一項に記載の構造において、前記少なくとも２つの傾斜荷重荷
担ビームは、前記少なくとも１つの水平荷重荷担バーから前記少なくとも２つの側部フレ
ームに実質的に中央に延在することを特徴とする構造。
【請求項８】
　請求項１乃至７の何れか一項に記載の構造において、４つの傾斜荷重荷担ビームを備え
、前記傾斜ビームのうち、２つは前記後部支持ポストから前記側部フレームに延在し、２
つは前記少なくとも１つの水平荷重荷担バーから前記少なくとも２つの側部フレームに延
在することを特徴とする構造。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか一項に記載の構造において、前記少なくとも２つの側部フレー
ムの上端において衝撃を吸収するための支持要素をさらに備えることを特徴とする構造。
【請求項１０】
　請求項９に記載の構造において、前記支持要素は、重量の大きい質量体が前記構造上に
落下して前記構造を崩壊させるときに生じるショックの少なくとも一部を吸収するように
構成されたショック吸収支持要素であることを特徴とする構造。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の構造において、前記ショック吸収支持要素は、ピストンであること
を特徴とする構造。
【請求項１２】
　机であって：
　ａ．請求項１乃至１１の何れか一項に記載の耐衝撃構造と；
　ｂ．前記構造上に装着されたテーブルトップと；を備えることを特徴とする机。
【請求項１３】
　机であって：
　ａ．耐衝撃構造であって：
　　ｉ．支持トラスであって：
　　　－上端において水平部材と接続された少なくとも２つの垂直部材を各々備える少な
くとも２つの側部フレームと；
　　　－前記少なくとも２つの垂直部材の全長に実質的に沿って、前記垂直部材の高さの
上方に延在する少なくとも１つの後部支持ポストを備える後部フレームと；を備える支持
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トラスと；
　　ｉｉ．荷重荷担アセンブリであって：
　　　－前記後部支持ポストから離間され、前記少なくとも１つの後部支持ポストの高さ
に実質的に相当する高さを有する少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストと；
　　　－前記少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストと前記後部支持ポストとの間に少なく
とも延在する少なくとも１つの水平荷重荷担バーと；
　　　－前記少なくとも１つの水平荷重荷担バーから前記少なくとも２つの側部フレーム
に実質的に延在する少なくとも２つの傾斜荷重荷担ビームと；を備える荷重荷担アセンブ
リと；を備える構造と；
　ｂ．前記少なくとも１つの水平荷重荷担バー上に水平に支持されることによって前記構
造上に装着されたテーブルトップと；を備えることを特徴とする机。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐衝撃構造に関する。より詳細には、本発明は、通常の機能的用途を有し、
他方、高い衝撃および荷重を荷担するために適した耐衝撃構造として役立つ、地震、敵に
よる攻撃の場合などに一時的な退避所として用いるために好適な、調度品などの機能的要
素に関わる。
【背景技術】
【０００２】
　地震などの災害時、テロリストによる爆弾攻撃、多層建築物の崩壊時などにおける巨大
な瓦礫の落下（天井、壁等）の際には、災害／爆破エリアにおける物体の周囲に形成され
た、典型的には三角形の空間である生存可能な空隙が現場のいたるところに示すことが最
近認識されている。かかる三角形の空間は、安全な空間である、すなわち、かかる空間に
閉じ込められることにより負傷が防止され、閉じ込められた人々の命が助かるであろうこ
とが認識されている。そのため、三角形の空間は、「命の三角形」として知られるにいた
った。
【０００３】
　災害時に下方に閉じ込められる最も命取りになる場所の１つは、机またはテーブルの下
方である。机の脚は、天井が上に落下したら折れるであろう。典型的には、天井は、落下
時に粉々にならず、従って、非常に大きい塊で落下する。天井が壊れて部分的にのみ崩壊
する際、または他のいずれかの落下瓦礫がテーブルトップに衝撃を与える際、従来技術の
図２０（ｈｔｔｐ：／／ｄｏｕｇｃｏｐｐ．ｗｏｒｄｐｒｅｓｓ．ｅｏｍ／ｐａｇｅ／２
から取得、最終アクセス日：２０１１年６月２０日）に示すように、テーブルトップは、
落下瓦礫の重量により破壊され、テーブルポストの側に命の三角形が形成される。
【０００４】
　この問題への１つの解決策が、中国実用新案第２０１２７５３７７号明細書において提
案されている。中国実用新案第２０１２７５３７７号明細書は、互いに連続的に接続され
ることで三角形の断面を有する収容空間を形成するベース、保護表面、および回転可能な
移動平面を備え、移動平面と保護表面との間に開き角度を固定するための配置装置が編成
されている、災害から避難するための多目的装置を記載している。多目的装置は、単純な
構造と簡便な使用との利点を有し、移動平面を適正な角度に開くことにより日常的な通常
の状態において一般的な家具として用いるか、または最も安定した構造を有する三角形の
空間において避難するための場所として用いることが可能である。三角形の空間の斜面の
重量荷担能力および耐衝撃性は、従来の家具の水平荷担表面のそれらよりもはるかに高く
、災害時に生存する可能性をはるかに大きくする。多目的装置は、テーブル、椅子、ベッ
ド、およびキャビネットなどの家具において幅広く用いることが可能である。
【発明の概要】
【０００５】
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　本開示の主題は、実質的に垂直な荷重を荷担するように構成されたケージ状の補強支持
トラスと、前記支持トラスの上方に延在するとともに荷重を荷担するように構成された実
質的に中央の荷重荷担アセンブリとを備える耐衝撃構造に関わる。
【０００６】
　耐衝撃構造は、さらに、実質的に水平な構成で前記荷重荷担要素上に固定された上面が
設けられてもよい。本発明の実施形態によれば、支持トラスは、例えば実質的に垂直な荷
重、ケージ状の補強支持トラスに対してある角度で落下する荷重などの様々な衝撃角度の
荷重を荷担するように構成されている。
【０００７】
　装置の通常の日常的な使用においては、例えば学校用テーブル、事務机、ダイニングテ
ーブル、本棚、ベッド、ソファなどの機能的物品として用いられるように編成されている
。しかし、地震または爆破攻撃の際、装置は、一時的な退避所として用いられてもよい。
【０００８】
　装置の構造は、上方などから衝撃が印加される際（すなわち、建築物の瓦礫の落下など
）、ケージ状の補強支持トラスおよび中央の荷重荷担要素は、印加された荷重（例えば、
垂直荷重）に耐えるように構成され、一方、上面は、中央の荷重荷担要素からいずれかの
片側または両側の側縁に向かって崩壊する構成において支持されていることで、当該技術
において「命の三角形」と称される構造の下方に延在する安全空間を生じさせるようにな
っている。
【０００９】
　側方に崩壊する上面は、安全空間内に崩壊しないように下方から支持されながら、瓦礫
が表面を滑り落ちるように構造の実質的に傾いた屋根部分に変形する。
【００１０】
　開示された主題の異なる適用による上面は、表面を補強するとともに表面を安全なセグ
メントに分割する１つ以上の支持要素、または支持フレームにより下方から支持されるが
、垂直に延在する衝撃などの衝撃が印加されると崩壊または変形することにより、本明細
書中に示すように上面の崩壊を保証しながら衝撃エネルギーの一部を吸収するように構成
してもよい。
【００１１】
　本開示の主題の態様によれば、耐衝撃構造は、上端において水平部材と接続された少な
くとも２つの垂直部材を各々備える少なくとも２つの側部フレームと、垂直部材の高さの
上方に延在する少なくとも１つの垂直フレームポストを備える後部フレームとを備える支
持トラスを備える。本構造は、さらに、フレームポストから離間された少なくとも１つの
垂直荷重荷担ポストと、少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストと前記フレームポストとの
間に少なくとも延在する少なくとも１つの水平荷重荷担ビームと、少なくとも１つの水平
荷重荷担ビームから少なくとも２つの側部フレームに実質的に延在する少なくとも２つの
傾斜荷重荷担ビームとを有する荷重荷担アセンブリを備える。
【００１２】
　別の態様によれば、本開示の主題は、机を対象とする。机は、上端において水平部材と
接続された少なくとも２つの垂直部材を各々備える少なくとも２つの側部フレームと、垂
直部材の高さの上方に延在する少なくとも１つの垂直フレームポストを備える後部フレー
ムとを備える支持トラスを備える。本構造は、さらに、フレームポストから離間された少
なくとも１つの垂直荷重荷担ポストと、少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストと前記フレ
ームポストとの間に少なくとも延在する少なくとも１つの水平荷重荷担ビームと、少なく
とも１つの水平荷重荷担ビームから少なくとも２つの側部フレームに実質的に延在する少
なくとも２つの傾斜荷重荷担ビームとを有する荷重荷担アセンブリと、構造上に装着され
たテーブルトップとを備える。
【００１３】
　さらに別の態様によれば、本開示の主題は、少なくとも１つの垂直フレームポストを備
える後部フレームと、垂直フレームポストから離間された少なくとも１つの垂直荷重荷担
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ポストと、少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストと前記フレームポストとの間に少なくと
も延在する少なくとも１つの水平荷重荷担ビームと、少なくとも１つの水平荷重荷担ビー
ムから側方に実質的に延在する少なくとも２つの傾斜荷重荷担ビームとを備える耐衝撃構
造を対象とする。本態様によれば、本構造は、少なくとも２つの側壁が設けられた空間に
設けられてもよい。少なくとも２つの傾斜荷重荷担ビームは、少なくとも１つの水平荷重
荷担ビームから側壁に側方に実質的に延在し、側壁に接続されてもよい。
【００１４】
　開示された主題による構造は、以下の特長のいずれか１つ以上を備えてもよい：
　－少なくとも２つの側部フレームは、さらに、垂直フレームポストを通じて少なくとも
２つの側部フレームの各々の垂直部材のうちの２つを接続する後部ビームにより相互接続
されている；
　－少なくとも１つの水平荷重荷担ビームは、少なくとも２つの側部フレームの間の中央
に延在する；
　－少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストは、前記少なくとも１つの水平荷重荷担ビーム
の長さに対して中央に配置されている；
　－少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストは、前記少なくとも１つの水平荷重荷担ビーム
の長さに対して中央を外れて配置されている；
　－少なくとも１つの垂直荷重荷担ポストは、前記少なくとも１つの水平荷重荷担ビーム
の長さの概ね４分の３に位置決めされている；
　－構造上に装着された水平支持フレーム；
　－支持フレームは、上面を支持するように構成されている；
　－上面は、テーブルトップとして機能するように構成されている；
　－少なくとも２つの傾斜荷重荷担ビームは、少なくとも１つの水平荷重荷担ビームから
少なくとも２つの側部フレームに実質的に中央に延在する；
　－４つの傾斜荷重荷担ビームであって、傾斜ビームのうち、２つは後部ポストから側部
フレームに延在し、２つは少なくとも１つの水平荷重荷担ビームから少なくとも２つの側
部フレームに延在する；
　－水平支持ビームの側に延在する平面支持フレーム；
　－少なくとも２つの側部部材の上端における衝撃吸収部材；
　－衝撃吸収部材は、平面支持フレームを支持するように構成されている；
　－衝撃吸収部材は、塑性変形、弾性変形などをするように構成されている；
　－衝撃吸収部材は、重量の大きい質量体が構造上に落下して構造を崩壊させるときに生
じるショックの少なくとも一部を吸収するように構成されたショック吸収支持要素である
；
　－ショック吸収支持要素は、ピストンの形態である。
【００１５】
　本開示の主題の例によれば、本構造は、エネルギーおよび／またはショック吸収支持要
素（ＳＡＳＥ）を有するように構成される。例えば、かかる要素は、トラス構造の角に構
成され、上面と支持トラスとの間に延在することが可能である。一例によれば、ＳＡＳＥ
は、側部フレーム、例えば垂直バーと上面および／またはその支持フレームとの間に延在
するように構成される。ＳＡＳＥは、衝撃エネルギーおよび／またはショックならびに変
形／変位を吸収するように構成されたいずれかの種類の要素であってもよい。かかるＳＡ
ＳＥは、例えば機械式、空気式、または油圧式ピストンなどのピストンであってもよい。
【００１６】
　さらなる例によれば、ＳＡＳＥは、塑性変形により衝撃吸収を容易にする塑性変形可能
な要素である。
【００１７】
　さらなる例によれば、ＳＡＳＥは、弾性変形により衝撃吸収を容易にする弾性変形可能
な要素である。
【００１８】
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　ＳＡＳＥは、テーブルの意図された通常の使用において上面に安定性を提供し、構造、
特にテーブルトップ面に与えられる衝撃力により、例えば上に落下する重量の大きい荷重
により生じる運動量を吸収するように構成されている。
【００１９】
　さらなる例によれば、垂直バーの１つ以上は、衝撃時の構造の移動を最小化するために
パッドを有するように構成されている。パッドは、シリコーン、プラスチック、ネオプレ
ン、ゴム、木など、いずれかの種類の柔軟な材料で作製されてもよい。構造およびフレー
ム要素は、意図された荷重を荷担するように工学的標準に従って設計されている。例えば
、構造の断面は、適切な慣性モーメントの円形、矩形、Ｉ形、Ｌ形、Ｈ形断面から選択さ
れてもよい。同様に、上面は、木、プラスチック材料、補強材料などで作製されてもよい
。支持トラスは、例えば、上面が耐えることが可能な重量よりも大きい荷重に耐えるよう
に構成された、いずれかの種類の材料で作製されてもよい。かかる材料は、金属、プラス
チック、木、補強材料、およびそれらのいずれかの組み合わせであってもよい。
【００２０】
　開示された主題は、例えば学校用テーブル、事務机、ダイニングテーブル、本棚、ベッ
ド、ソファなどの機能的構造に関わる。
【００２１】
　例えば学校、事務所などの施設に設けられたとき、構造は、何人かの個人を退避させる
ことが可能な大きい退避空間を形成するように互いに隣接して編成されてもよく、さらに
、構造は、部屋の脱出口に通じる救助経路に沿って延在してもよい。
【００２２】
　本開示の主題の変形例によれば、実用的な目的のため、安全空間には、前部中央支持脚
がない。さらなる例によれば、前部支持脚は、構造の中心に対して変位するように、また
はトラス構造に対して取り外し可能に取り付けられるように構成されている。
【００２３】
　また、発光物質を構造の各部分に適用してもよく、例えば食料供給、水、酸素、応急、
信号／通信装置などの救助および救命装置を安全空間に格納してもよい。かかる装置は、
構造に格納されるかまたは要求に応じて構造に設けられるｐｒｉｏｒｙであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本発明を理解するために、および本発明が実際にどのように実施されるかが分かるよう
に、以下の添付図面を参照して非限定的な例のみにより実施形態について説明する。
【００２５】
【図１Ａ】図１Ａは、開示された主題の一構成によるテーブルの側面斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａに示すテーブルの後面斜視図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、図１Ａに示すテーブルの前面斜視図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、図１Ａに示すテーブルの前面底面斜視図である。
【図２】図２は、本願のテーブル主題の異なる構成によるテーブルの斜視図である。
【図３】図３は、本主題の例による構造の、上面がない状態のフレーム構造である。
【図４Ａ】図４Ａは、本願のさらに別のテーブル主題の斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本願のさらに別のテーブル主題の前面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本願のテーブル主題の変形例の斜視図である。
【図６Ａ】図６Ａは、本願のテーブル主題の異なる例の斜視上面図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本願のテーブル主題の異なる例の斜視底面図である。
【図７】図７は、図６Ａおよび図６Ｂに開示されたテーブルと同様であるが発光物質が設
けられたテーブルの底面斜視図を示す。
【図８】図８は、上面の安全セクションへの分割を概略的に示す、本開示による構造の表
面の上面平面図である。
【図９Ａ】図９Ａは、本開示の主題によるテーブルのさらなる構成の前面斜視図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、本開示の主題によるテーブルのさらなる構成の後面斜視図である。
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【図１０】図１０は、本開示の主題によるさらなるテーブルの斜視図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本開示の主題による構造テーブルの異なる設計によるテーブル
の上面斜視図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本開示の主題による構造テーブルの異なる設計によるテーブル
の底面斜視図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、上面に衝撃を印加したときの図１１Ａおよび図１１Ｂに示すテ
ーブルの変形を示す。
【図１２Ａ】図１２Ａは、ともに安全空間を定義する、本開示の主題による支持構造アレ
イの上面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、ともに安全空間を定義する、本開示の主題による支持構造アレ
イの斜視図である。
【図１３】図１３は、安全空間と部屋からの出口に通じる安全な救助経路とを定義するよ
うに構成された、本開示の主題による支持構造アレイが設けられた部屋を示す概略上面図
である。
【図１４】図１４は、本開示の主題の原理によって構成された棚構造を示す。
【図１５Ａ】図１５Ａは、人型ダミーが下方の安全空間内に設けられた、本開示の主題に
よるテーブルを示す。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、印加された衝撃に抗する１５Ａのテーブルを示す。
【図１６Ａ】図１６Ａは、開示された主題の別の構成によるテーブルの側面斜視図である
。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、図１６Ａのテーブルの側面図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、図１６Ａのテーブルの底面斜視図である。
【図１６Ｄ】図１６Ｄは、テーブルトップがない状態の、図１６Ａのテーブルの上面斜視
図である。
【図１６Ｅ】図１６Ｅは、図１６Ａにおける線Ｅ－Ｅに沿ったテーブルの断面図である。
【図１６Ｆ】図１６Ｆは、図１６ＥにおいてＦで示す部分の拡大図である。
【図１６Ｇ】図１６Ｇは、上面の片側に衝撃が印加された後のテーブルの変形を概略的に
示す、テーブルトップがない状態の、図１６Ａのテーブルの上面斜視図である。
【図１６Ｈ】図１６Ｈは、衝撃を受ける前の、安全空間内に２人の個人がいる、本開示の
主題によるテーブル（例えば、図１６Ａに示す）を示す。
【図１６Ｉ】図１６Ｉは、テーブルの各々における安全空間内に２人の個人がいる、テー
ブルトップに衝撃を受けた後の、本開示の主題によるテーブルアレイを示す。
【図１７】図１７は、地震後の救命空間の形成の従来技術による概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　まず、本願の場合では２人の人、例えば２人の生徒が快適に用いられるために適した、
全体を２０で示す机、例えば学校用テーブル、事務机などを示す図１Ａ～図１Ｄを参照す
る。テーブル２０は、本明細書中以下で検討するように、全体を２４で示すケージ状の補
強支持トラスと、中央荷重荷担アセンブリ２６と、荷重荷担アセンブリ２６上に支持され
た実質的に垂直に延在するテーブルトップ２８とを備える。
【００２７】
　支持トラス２４は、２つの側部フレーム３６と、後部フレーム３８とで構成され、４０
で示す開いた前部を有する。側部フレーム３６は、各々、正方形の断面を有するとともに
一対のＩ形側部ビームである水平部材４８Ａおよび４８Ｂならびに後部クロスバー５０Ａ
、傾斜荷重荷担ビーム５０Ｂ、および５０Ｃにより相互接続された一対の垂直に延在する
バーである垂直部材４４を備える。
【００２８】
　側部フレーム３６は、後部フレーム３８とともに、垂直方向に印加される著しく高い荷
重を荷担するように構成された剛性のケージ状の支持トラスを構成し、本明細書中以下で
さらに詳細に検討する６０で示す安全空間をともに定義する。
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【００２９】
　中央荷重荷担アセンブリ２６は、後部フレーム３８内で共に延在するとともに側部フレ
ーム３６のレベルの上方に延在する後部支持ポスト７０を備える。中央荷重荷担アセンブ
リ２６は、中央の垂直荷重荷担ポスト７２とともに、上面２８が固定的に装着された中央
の水平荷重荷担バー７６を支持する。
【００３０】
　ポスト７０および７２は、著しい垂直方向の荷重を荷担するように構成された補強ビー
ムであり、同様に、中央の水平荷重荷担バー７６は、高い慣性モーメントを有することで
やはり著しい荷重を荷担するとともに上方から印加される著しい衝撃に抗するように構成
されたＩ形ビームであることが理解されよう。
【００３１】
　テーブルトップ２８の高さｈは、典型的な人間工学的標準に対応し、学校用テーブルの
場合、概ね９０ｃｍであろうことが理解されよう。
【００３２】
　テーブルの前面４０は、いずれの支持要素もなく、さらに、後部フレーム３８は、ポス
ト７０の上部から後部の垂直部材４４の上端に向かって傾いた２つの上から下に延在する
傾斜荷重荷担ビーム５０Ｂを有することに留意されたい。
【００３３】
　上面２８は、標準的な合板または他のいずれかのテーブルトップ面、例えば、典型的に
は下方に延在するフレームまたは支持要素を有するかまたは有さない、プラスチック材料
、再生プラスチックもしくは他の材料、または他のいずれかの好適な材料であってもよい
。同様に、テーブルトップ２８は、材料の格子（不図示）により補強されてもよい。
【００３４】
　図２を参照して、前述の例のテーブル２０と同様に構成されているがより華奢な外観を
有するテーブル１００が示されているが、側部フレーム１０４は、円形の断面を有し増加
した慣性モーメントを有する側部の垂直部材１０６がやはり著しい慣性モーメントを有す
る矩形の水平部材１１０とさらにはより低い強度であってもよい下部クロスバー１１２と
により相互接続されていることにより、著しい垂直荷重を荷担するように構成されている
ことが、よく理解されよう。同様に、後部フレームは、後部支持ポスト１１６（実際、中
央荷重荷担アセンブリ１１８の一部を構成する）を備え、後部フレームの要素（すなわち
、ポスト１０６および１１６）は、下側後部クロスバー１２０により相互接続されている
。中央荷重荷担アセンブリ１１８は、後部支持ポスト１１６と中央の垂直荷重荷担ポスト
１２４とで構成され、それらの両方は、著しい垂直荷重衝撃を荷担するように構成され、
典型的には、円形の断面を有することで増加した慣性モーメントを有し、水平荷重荷担バ
ーとしてＩ形の断面を有する水平に延在するビーム１２８（図３に最良に示す）により相
互接続されている。傾斜荷重荷担ビーム１３０（図３においても示す）が中央の垂直荷重
荷担ポスト１２４の上端から側部フレーム１０４の相互接続する水平部材１１０に向かっ
て延在し、一方では、ケージ状の支持トラスおよびそれにより定義される安全空間１３４
に剛性を付与し、他方では、本明細書中以下でさらに詳細に検討するように、荷重を受け
て崩壊する際にテーブルトップが載り掛かる傾斜支持体を提供する。
【００３５】
　図３は、図２に開示されたテーブルに極めて似ているが、上に装着されるテーブルトッ
プ（図３では不図示、図２において１４８で示す）を支持および補強する支持フレーム１
４４を有する、テーブル１４０を示す。
【００３６】
　図３におけるテーブル１４０には、図２のテーブルにおいて設けられていた下部クロス
バー１１２および１２０がないことに、さらに留意されたい。
【００３７】
　図４Ａおよび図４Ｂは、テーブルトップ１４８が中央荷重荷担アセンブリ１１８上に装
着されるとともに固定的に支持され、安全空間１３４が上面１４８および傾斜荷重荷担ビ
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ーム１３０の下方に延在するが、テーブルの前側またはその側部もしくは後部フレームの
いずれかから容易にアクセス可能である、図３のテーブルを示す。
【００３８】
　図５の例において、前述の図面のテーブル１４０に類似したテーブル１６０が示されて
いるが、テーブルトップ１６２は、さらに、一対の変形可能な支持要素１７０により傾斜
荷重荷担ビーム１６６上に支持され、かかる支持要素１７０は、テーブルトップ面１６２
上に垂直に印加される衝撃により支持要素１７２が変形されることで、衝撃を緩衝すると
ともに、テーブルトップ１６２が崩壊して傾斜荷重荷担ビーム１６６および側部フレーム
の水平に延在する相互接続する水平部材１７２上に載り掛かることを容易にするように、
設計されている。
【００３９】
　支持要素１７０は、塑性変形により衝撃吸収を容易にする材料（例えば金属）の実質的
に平らな片の形態で示されている。
【００４０】
　図６Ａおよび図６Ｂに示す例は、いくつかの差異を有するものの図５のテーブル１６０
と実質的に同様である。例えば、図６Ａおよび図６Ｂにおけるテーブル１９０は、テーブ
ルトップ１９２の辺に沿って下方に延在するスカート１９６を有するように構成されるこ
とで、テーブルトップ１９２の慣性モーメントを増加させている。さらに、テーブルトッ
プの剛性を、テーブルトップの中央前部および後部セグメントにおける補強スカート部１
９９により増加させることで、テーブルトップの剛性をさらに高めている。
【００４１】
　さらに別の差異は、テーブルトップ１９２がテーブルトップの周囲に隣接して延在する
矩形の支持フレーム２０２により下方から支持され、一対の支持要素１７０が支持フレー
ム２０２から傾斜荷重荷担ビーム２０６に向かって延在している点にある。支持要素１７
０は、断面が削減されていることで、荷重を受けると崩壊するように設計されていること
により、衝撃／荷重がテーブルトップ１９０上に印加される際に塑性変形によりエネルギ
ーが吸収されることに留意されたい。
【００４２】
　図７の例において、テーブル２２０は、図６Ａおよび図６Ｂのテーブル１９０に関して
開示されたものと同様の構成を示すが、テーブルの後部の垂直部材２２６から荷重荷担ア
センブリ２３０の後部支持ポスト２２８に向かって延在する後部クロスバー２２４が追加
されている。
【００４３】
　さらにその上、中央の垂直荷重荷担ポスト２３４および側部フレーム２４０の水平部材
２３８に光反射／発光セグメント２４２を適用することで、暗い際に安全空間の可視性を
増加させている。
【００４４】
　さらに、図８を参照して、全体を２５０で示すテーブルトップの概略的な上面平面図に
おいて、テーブルトップの輪郭線は、実線２５２により示され、垂直部材としてシステム
に必須の垂直に荷重を荷担する支持ビームは、２５６で示すテーブルトップのそれぞれの
角に配置された太い円形の実線により示され、中央の垂直荷重荷担ポスト２６２とともに
中央荷重荷担アセンブリの一部を構成する中央の後部支持ポスト２５８も、太い実線の円
により表されている。水平部材としてケージ状の支持トラスの補強に必須のシステムの支
持ビームは、太い実線により表されるとともに２６４で示され、水平に延在する水平荷重
荷担バーも、太い実線により示されるとともに２７０で示されている。太い破線２７４に
より表されるケージ状の補強支持トラスの周囲には、任意選択の補強バーを延在させても
よく（ただし、障害となるのを防止するためテーブルの前部には延在させない）、さらに
、テーブルトップは、破線により表されるように支持ポスト２５６、２５８、および２６
２のいずれかの間に延在する支持バーアレイ上に支持されてもよく、かかる支持バーは、
テーブルトップを下方から支持し、および／または、水平荷重荷担バー２７０から延在す
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るとともに水平部材２６４に向かって下方に傾斜することにより、崩壊したテーブルトッ
プを支持する。テーブルトップの面積をそれぞれ２８０Ａ～２８０Ｈで示すそれぞれのセ
グメントに分割するため、傾斜荷重荷担ビーム２７６Ａ、２７６Ｂ、および２７６Ｃのい
ずれかの構成を提供してもよく、かかるセグメントの各々のサイズは、瓦礫などの落下物
がテーブルトップ板を貫通してケージ状の支持トラス、荷重荷担アセンブリ、および上面
により定義される安全空間内に退避した１人以上の個人を負傷させることを防止するため
に十分小さいことが理解されよう。
【００４５】
　さらに別の例が、全体を３００で示す本開示の主題によるテーブルを示す図９Ａおよび
図９Ｂに示されている。側部フレーム３０２の各々は、垂直部材３０６ならびに水平部材
として水平に延在するバー３０８および相互接続する下部クロスバー３１０（垂直部材３
０６と異なり、相当な荷重を荷担することが意図されていないため、より小さい慣性モー
メントを有するのが典型的である）から離れて構成され、さらに、後部フレーム３１４は
、側部フレーム３０２の垂直部材３０６と中央荷重荷担アセンブリ３２６の一部を構成す
る後部支持ポスト３２０との間を相互接続する下側後部クロスバー３１８を備え、中央荷
重荷担アセンブリ３２６は、さらに、中央の垂直荷重荷担ポスト３２８と、後部支持ポス
ト３２０からテーブルの前縁に向かって中央の垂直荷重荷担ポスト３２８上に延在する実
質的に水平に延在する水平荷重荷担バー３３２とを備える。前述の例におけるように、テ
ーブルの前部が、いずれのバーまたはビームによっても妨げられていないことで、機能的
状態におけるテーブルの傍を個人が快適に占有することが容易になるとともに、災害の際
にテーブルの下方に延在する安全空間３３８内に進入することが容易になることに留意さ
れたい。
【００４６】
　テーブルトップ３４２は、中央荷重荷担アセンブリ３２６の水平荷重荷担バー３３２上
に水平に支持され、テーブルトップの側縁は、それぞれの支持要素３４８により支持され
、かかる支持要素３４８は、本例ではｂｏｄｅであることにより、垂直な衝撃が上面３４
２に印加された際に塑性変形が容易になる。
【００４７】
　図１０の例は、図９Ａおよび図９Ｂのテーブル３００に類似した全体を３５０で示すテ
ーブルを示すが、２つの差異がある、すなわち、垂直に延在する垂直部材３５２、後部支
持ポスト３５４の断面が、前述の例における円形でなく矩形であり、さらに、図９Ａおよ
び図９Ｂにおける中央の垂直荷重荷担ポスト３２８でなく、水平荷重荷担バー３６４の前
端付近から後部支持ポスト３５４の下端に向かって延在する対角線状の支持ビーム３６０
が設けられ、全体を３７０で示す三角形状の中央荷重荷担アセンブリをともに構成してい
る。
【００４８】
　図１１Ａ～図１１Ｃは、本開示の主題の変形例を表す、全体を４００で示すテーブルを
示す。全体を４０２で示すケージ状の補強支持トラスは、垂直部材として矩形の垂直に延
在する支持ビーム４１０とｉ形状のクロスバー４１２（上部および下部バー）とで作製さ
れた側部フレーム４０８を備える、著しく補強されたビームで構成されている。また、後
部フレーム４２０は、ｉ形状の傾斜荷重荷担ビーム４２２、４２６、および下側後部クロ
スバー４２８で構成され、４３０で示す中央荷重荷担アセンブリは、矩形の垂直の後部支
持ポスト４３６および中央の垂直荷重荷担ポスト４３８と、Ｉ形状の断面を有する相互接
続する水平に延在する水平荷重荷担バー４４０とで構成され、かかる水平荷重荷担バー４
４０は、図面に示すように、テーブルトップ４５０の事前形成されたスロット４４６内に
受容されている（ただし、本例の実施形態によれば、水平荷重荷担バー４４０は、プラス
チックまたは他の成形されたテーブルトップの場合、テーブルトップ内に成形されてもよ
いことが理解されよう）。
【００４９】
　さらに、図１１Ｂおよび図１１Ｃにおいて最良に示すように、テーブルトップ４５０は
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、テーブルトップの実質的に全長に延在し、中央に配向されているが、典型的にはテーブ
ルトップに沿った連続的なバーを構成しない、支持レール４５６上に下方から支持されて
いる。側部フレーム４０８の水平部材４１２から、摺動支持要素４６８の形態のテーブル
トップ支持機構が延在し、摺動支持要素４６８は、その下端４７２において水平に延在す
る水平部材４１２に枢動的に結合され、その上端４７６においてレール４５６内に摺動的
に受容されるとともにテーブルトップ４５０の崩壊（図１１Ｃ）を緩衝するように容易に
するようにレール４５６に沿って変位するように構成されており、かかる変位により、レ
ール４５６は、支持要素４６８上にもたれるようになり、ケージ状の支持トラス、中央荷
重荷担アセンブリ４３０、ならびにレール４５６および支持要素４６８上にもたれるテー
ブルトップ４５０により定義される安全空間４７０内にテーブルトップがさらに崩壊する
ことが防止される。
【００５０】
　レール４５６内における支持要素４６８の上端４７６の変位は、摩擦要素、機械的障害
、緩衝機構、例えば油圧式またはその他の緩衝ピストンなどにより緩衝されてもよいこと
が、さらに認識されよう。
【００５１】
　図１２Ａおよび図１２Ｂは、全体を５００で示す３つのテーブルのアレイを示し、かか
るアレイは、本例において、それぞれ５０２、５０４、および５０６で示す本開示の主題
による３つの耐衝撃テーブルで構成され、かかるテーブルは、ともに、数人の個人を退避
させるために好適な増加した面積の安全空間を生じさせる。テーブルは、互いに隣接して
自由に位置決めされてもよいし、例えば機械的カフまたは他の締結器である例えば概略的
に５１０で示す脚束縛アセンブリを提供することにより互いに固定されてもよい。
【００５２】
　図１３において、各々が本開示の主題による複数のテーブル５４６を収容する教室５４
０または他の空間の概略上面図が示され、かかるテーブル５４６は、ともに、複数の個人
を退避させることが可能であるとともに、さらに、教室または空間５４０に形成されたド
アまたは脱出開口５４８に通じる安全な経路を形成するように位置決めされた大きい退避
空間を定義することで、安全構造の下方に退避した個人が教室から脱出することが可能に
なる。
【００５３】
　図１４は、異なる耐衝撃構造の例であり、全体を５８０で示す棚システムは、いくつか
の支持ビーム５９６および５９８で構成された中央パーティション５９２の形態の中央荷
重荷担アセンブリ５８６とともにケージ状の補強支持トラスを構成する一対の側壁５８２
を備え、上部棚６０２は、中央荷重荷担アセンブリ５８６の垂直支持ポスト６０６上に支
持トラスの側壁５８２に向かって延在し、さらに、中央荷重荷担アセンブリ５８６の最後
部の上端から側壁５８２の中央だがより下側の部分に向かって延在する傾斜荷重荷担ビー
ム６１０により支持される。
【００５４】
　図１５Ａおよび図１５Ｂは、本開示の主題による耐衝撃構造に衝撃が印加される前後の
状況を示す。図１５Ａにおいて、テーブルの上面７０４上に重い荷重を放出する前の、本
開示の主題によるテーブル７００の下方に退避した個人を表すダミー６９９が示されてい
る。図１５Ｂにおいて、れんがで構成された重い荷重がテーブルトップ７０４上に放出さ
れ、図示のように、テーブルトップは崩壊しているが、ダミーを収容する安全空間は潰さ
れていないままであり、さらに、上面７０４は、瓦礫（建築物のれんが７１０）が上面を
滑り落ちて生きている個人を表すダミー６９９が実質的に無傷であるように、崩壊して下
方に傾斜していることに気が付く。
【００５５】
　図１６Ａ～図１６Ｆを参照して、開示された主題のさらなる実施形態により構成され動
作する、全体を８００で示すテーブルが示されている。テーブル８００は、前述の実施形
態のテーブルと実質的に同じであり、テーブルトップを下方から支持し、テーブルトップ
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の剛性を増加させ、崩壊したテーブルトップを支持するように構成された格子状の支持フ
レーム８４４（図１６Ｄに最良に示す）を有するように構成されたテーブルトップ８１０
を含む。テーブルトップ８１０は、荷重荷担アセンブリ８１２、２つの側部フレーム８１
４、および後部フレーム８１６上に装着されている。側部フレーム８１４および後部フレ
ーム８１６は、それぞれ、図９Ａおよび図９Ｂの側部フレーム３０２および後部フレーム
３１４と実質的に同じであり、金属、プラスチップ、木など、またはそれらの組み合わせ
などのいずれかの剛性材料で作製されてもよい。
【００５６】
　荷重荷担アセンブリ８１２は、上部の水平荷重荷担バー８２０と、荷担テーブルトップ
８１０と、実質的にその長さの中央に設けられた、上部の水平荷重荷担バー８２０から側
部フレーム８１４の上端に向かって傾いた第１対および第２対の下方に延在するフレーム
部材８２２および８２４とを傾斜荷重荷担ビームとして含む。本実施形態によれば、第１
のフレーム部材８２２は、後部フレーム８１６に接近した上部の水平荷重荷担バー８２０
に実質的にその一端において取り付けられ、第２のフレーム部材８２４は、上部の水平荷
重荷担バー８２０に実質的にその中央において取り付けられている。この配置により、重
量の大きい質量体がテーブルトップ８１０の片側のみに落下した場合、ショックを均等に
吸収することにより、テーブル８００の可能性のある転倒が防がれる。
【００５７】
　上部の水平荷重荷担バー８２０は、図１Ａ～図１Ｃのポスト７２と同様の垂直荷重荷担
ポスト８２５により支持されている。しかし、本実施形態によれば、垂直荷重荷担ポスト
は、テーブルの中心でなくその前部付近に配置されることにより、追加の安定性を提供し
ている。この構成において、荷重がテーブルトップ８１０上に不均一に落下してその前縁
に当たった際、垂直荷重荷担ポスト８２５によりテーブル８００の転倒が防止される。加
えて、垂直荷重荷担ポスト８２５を水平バー８３０により後部フレーム８１６に連結する
ことで、テーブル８００に追加の安定性を提供してもよい。
【００５８】
　垂直荷重荷担ポスト８２５は、テーブルの中心とその前部との間における、上部の水平
荷重荷担バー８２０の長さに沿ったどこに位置決めしてもよいことが理解されよう。さら
に、垂直荷重荷担ポスト８２５は、テーブルを用いる生徒がテーブル８００の前部に沿っ
たどこにでも座れるように、いずれの障害も有さない前部開口を形成するように、テーブ
ルの前部からわずかに離して位置決めしてもよいことが理解されよう。一例によれば、垂
直荷重荷担ポスト８２５のテーブルトップ８２０の中心に対する相対的な配向は、１：３
であってもよい、すなわち、垂直荷重荷担ポストは、テーブルの前縁から幅の概ね４分の
１だけ内方に位置決めされ、幅の概ね４分の３だけ後縁から離される。
【００５９】
　テーブル８００は、さらに、重量の大きい質量体がテーブルトップ上に落下してテーブ
ルトップを崩壊させるときに生じるショックの一部を吸収するための、テーブル８００の
端部に実質的に装着された、全体を８３５で示す１つ以上（本例では４つ）のショック吸
収支持要素（ＳＡＳＥ）を含む。
【００６０】
　ショック吸収支持要素（ＳＡＳＥ）８３５は、一方側において側部フレーム８１４の各
々の上部に連結されるとともに、他方側においてテーブルトップ８１０支持フレーム８４
４に連結されている。代替として、ショック吸収支持要素８３５は、第１および／または
第２のフレーム部材８２２および８２４に連結されてもよく、テーブルトップ８１０およ
び／またはその支持フレームに連結されても連結されなくてもよい。
【００６１】
　ショック吸収支持要素８３５は、テーブルトップ８１０の崩壊により生じる力の相当な
量を吸収するように構成されてもよく、従って、側部フレーム８１４および他のフレーム
部材は、そうでない場合に崩壊に耐えるために要求されるであろうよりも小さい慣性モー
メントの材料で形成されることが可能である。
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【００６２】
　図示の例によれば、ならびに図１６Ｅおよび図１６Ｆに最良に示すように、ショック吸
収支持要素（ＳＡＳＥ）８３５は、側部フレーム８１４の上部に垂直に装着されたピスト
ンロッド８３７の形態である。本例による側部フレーム８１４は、上端において少なくと
も部分的に中空の、テーブルの各側においてピストンシリンダを構成する２つの側部の垂
直部材８１８を含み、ピストン要素８１９がピストンロッド８３７の下端に固定されると
ともにピストンシリンダ内に摺動的に収容されている。側部の垂直部材８１８よりも小さ
い断面を有するピストンロッド８３７は、衝撃のショックを受けると中空部の内側に入れ
子式に摺動するように構成されている。ピストンロッド８３７は、溶接、はんだ付けなど
のいずれかの既知の方法で側部の垂直部材８１８の上部に装着されてもよい。図示の例に
よれば、ロッド８３７は、ワッシャ状要素８３９を通じて垂直部材８１８の上端に連接さ
れている。他の構成も想定される、例えば、ロッド８３７は、テーブルトップ８１０が衝
撃を受けて崩壊した際にロッド８３７が側部の垂直部材８１８の内側に摺動できるように
、それらの間の接合または連接が壊れる（図１６Ｇに示すように）ように構成されるよう
に、プラグを通じて側部の垂直部材８１８に連接されてもよいことが理解されよう。従っ
て、ロッド８３７と側部の垂直部材８１８との間の接合は、テーブルの通常の使用により
生じる通常の力に耐え、テーブルトップ８１０に異常な力が印加されるときに壊れるよう
に構成されている。
【００６３】
　ロッド８３７は、テーブルトップ８１０が崩壊した場合、側部の垂直部材８１８に対し
て他の方法で変位するように構成されていてもよいことが理解されよう。例えば、ロッド
８３７は、中空であることが可能であり、側部の垂直部材８１８がロッド８３７の内側の
中空断面に進入しながらロッド８３７が下方に摺動することで、衝撃のショックおよびエ
ネルギーを実質的に吸収するように、側部の垂直部材８１８の断面よりも大きい断面を含
むことが可能である。
【００６４】
　別の実施形態によれば、ショック吸収支持要素８３５は、エネルギーおよび／またはシ
ョックを吸収するように構成されたいずれかの種類のバッファであってもよい。かかるバ
ッファは、例えば、テーブルの通常の使用により生じる力の影響下でテーブルトップ８１
０に安定性を提供するとともに、テーブルの崩壊により生じる異常な運動量を吸収するよ
うに構成されたピストン、例えば機械式、空気式、または油圧式ピストンであってもよい
。
【００６５】
　テーブル８００は、さらに、テーブル８００の変位を防ぐための、側部の垂直部材８１
８ならびに後部支持ポスト８２６および垂直荷重荷担ポスト８２５の底部に装着された脚
パッド８４０を含む。これは、テーブルに印加される力が均一にテーブルトップ８１０に
対して垂直に印加されず、テーブルが側方に変位するときに特に重要である。脚パッド８
４０は、これらの変位を防ぐかまたは少なくとも低減することで、テーブルがテーブルト
ップの下方に隠れている人に安全な退避所を提供することができる。脚パッド８４０は、
シリコーン、プラスチック、ゴム、木など、いずれかの柔軟な材料で作製されてもよいこ
とが理解されよう。側部の垂直部材８１８ならびに後部支持ポスト８２６および垂直荷重
荷担ポスト８２５は、さらに、変位を低減する、および／または、構造に対する衝撃のシ
ョックを低減するいずれかの種類のバッファを有するように構成されてもよい。
【００６６】
　図１６Ｈは、本開示の主題による耐衝撃構造に衝撃が印加される前の、２人の個人Ｉ１
およびＩ２がテーブル８００の下方にいるテーブルを示す。図１６Ｉにおいて、教室の天
井部分で構成された８７７で示す重い荷重がテーブルトップ８１０上に放出され、図示の
ように、テーブルトップは崩壊しているが、個人Ｉ１およびＩ２を収容する安全空間は影
響を受けていないままであり、さらに、上面８１０は、瓦礫８７７が上面を滑り落ちて個
人Ｉ１およびＩ２が実質的に無傷のままであるように、水平荷重荷担バー８２０の両側に



(14) JP 6023704 B2 2016.11.9

おいて崩壊して下方に傾斜していることに気が付く。
【００６７】
　本開示の主題による一般的概念は、中央荷重荷担アセンブリおよび上面とともにケージ
状の補強支持トラスにより定義される安全空間が、印加される衝撃に抗する安全空間を提
供し、さらに、上面の各側が、大災害の際に瓦礫が上面を流れ落ちる滑り面を形成するよ
うに上面が一方向に崩壊するように、および上面に亘って延在する荷重を低減するように
設計されている。
　

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】
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【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１２Ａ】
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【図１２Ｂ】 【図１３】

【図１４】 【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】
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【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】 【図１６Ｄ】
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【図１６Ｅ】 【図１６Ｆ】

【図１６Ｇ】

【図１６Ｈ】

【図１６Ｉ】
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【図１７】
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